
資料１ 

 

令和５年度 北河内こども夜間救急センター負担金（診療収入分）の誤集計について 

 

 

【経過説明】 

 

令和６年７月・８月  

   〇幹事会・協議会にて令和５年度決算（案）が承認。 

   

令和６年８月 14日 

   〇各市へ令和５年度精算金について通知。 

 

令和６年８月 15日 

  〇令和５年度枚方市一般会計の決算確認を行っていたところ、歳入額に誤りはなかったものの歳出額
に誤りがあったことを確認。 

※各月の国保連合会や社保支払基金等から枚方市一般会計に支払われた診療収入を集計し、協議会会計に負担金と

して支出。 

 

（執行管理図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対応内容】 

本来の協議会会計の歳入総額より少なくなっていることから、各市の負担金に影響し、精算額について

も本来の額より少なくなっているため、本来の歳入総額に基づき歳入歳出差引額を算出し、各市精算額を

修正します。 

診療収入（社保）については、本来 6,180,256円

の入金があったのにも関わらず、5,830,450円で

集計を行っていたため、349,806円少ない額で負

担金として協議会会計に支出。 

協議会会計へ振り込む負担金 

正しくは、14,929,761円 

枚方市（一般会計） 

社会保険診療報酬支払基金 

国民健康保険団体連合 

各共済組合 他 

北河内夜間救急センター協議会 

請求 報酬支払 

負担金 

※北河内こども夜間救急センター診療収入については、開設者が枚方

市長であることから、枚方市一般会計を通じて北河内夜間救急センタ

ー協議会会計へ負担金として振り込まれる。 
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